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　　市制施行の
　　　　見送りについて

　本町では、市制施行に向けて住民アンケートや市制施行に関する住民説明

会を開催するなど、これまで市制施行の準備を進めてきたところです。

　しかしながら、10月26日に総務省統計局から平成22年国勢調査（確定値）の

公表があり、東浦町の人口が49,800人と発表されました。

　このため、市になるための要件である「人口５万人以上」を達成できなかっ

たことから、市制施行を見送らざるを得なくなりました。

　このように残念な結果となりましたことは、市制施行を期待された多くの

住民の皆様を始め関係各位にたいへん申し訳なく、心からおわびを申し上げ

ます。

　今後は、今年度からスタートしました本町のまちづくりの指針である「第

５次東浦町総合計画」にそって、魅力あるまちづくりを推進し、次回の国勢調

査（平成27年）で市制施行が実現できますよう努めてまいります。

　また、これからの市制施行に向けた取り組みにつきましては、「市」になる

ことの説明をしっかりと行い、住民の皆様のご理解を得ながら進めてまいり

たいと考えておりますので、今後とも町行政にご協力を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。
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